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【
は
じ
め
に
】

本
稿
は
日
本
の
中
世
文
化
に
お
け
る
「
茶
の
湯
」
以
前
の
「
喫
茶
」
行
事
で

行
わ
れ
た
飲
茶
方
法
等
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

古
代
の
「
喫
茶
」
そ
の
歴
史
を
辿
れ
ば
、
古
く
は
天
皇
家
の
公
式
行
事
「
季き

御の
み

読ど

経き
ょ
う

」
等
の
法
会
後
に
、
衆し

ゅ
う

僧そ
う

に
饗
応
す
る
「
引ひ

き

茶ち
ゃ

」（　

）
を
行
う
宗
教

的
・
儀
式
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
儀
式
後
に
は
酒
宴
を
伴
い
、

い
わ
ゆ
る
遊
宴
と
い
う
饗
応
形
態
で
終
わ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
資
料

は
安あ

ん

和な

二
年
（
九
六
九
）
三
月
の
『

西
せ
い
き
ゅ
う
き
 （
さ
い
き
ゅ
う
き
）

宮
記

』、
天て

ん

延え
ん

二
年
（
九
七
四
）

八
月
の
『
親ち

か

信の
ぶ

卿き
ょ
う

記き

』、
天て

ん

喜ぎ

四
年
（
一
〇
五
六
）
二
月
の
『
江ご

う

家け

次し

第だ
い

』
等

の
古
代
儀
式
書
・
日
記
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
記
録
の
一
部
に
は
煎
茶
法

の
形
態
も
載
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
栄よ

う

西さ
い

が
二
度
目
の
入
宋
か
ら
帰
朝
す

る
と
点
茶
法
が
移
入
さ
れ
る
。
中
世
に
は
茶
園
の
拡
が
り
等
に
よ
っ
て
、「
喫

茶
」
は
古
代
の
儀
式
的
な
「
引
茶
」
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
僧
侶
や
武
家

に
お
い
て
薬
用
の
茶
に
も
な
っ
て
ゆ
く
。
わ
が
国
最
古
の
茶
書
『
喫き

っ

茶さ

養よ
う

生じ
ょ
う

記き

』（
成
立
建
保
二
年
〔
一
二
一
四
〕）
に
は
茶
の
薬
効
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
遊
芸
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
喫
茶
」
の
呼
称
の
う
ち
、
従
来
の

「
闘と

う

茶ち
ゃ

」（
本
稿
で
は
「
茶ち

ゃ

勝し
ょ
う

負ぶ

」
と
呼
ぶ
）（　

）
が
行
わ
れ
た
場
に
は
様
々

な
階
層
が
集
い
、
約
百
五
十
年
に
わ
た
っ
て
流
行
し
た
。
こ
れ
は
広
く
、
飲
料

の
茶
（　

）
等
、「
喫
茶
」
の
普
及
す
る
歴
史
的
過
程
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
本
稿
で
は
冒
頭
に
掲
げ
た
飲
茶
の
方
法
の
実
態
を
考
察
す
る
た
め
に
、

日
本
中
世
の
儀
式
書
『
年
中
行
事
秘
抄
』（　

）
等
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の

中
世
の
儀
式
書
は
、
公く

事じ

（
朝
廷
で
行
わ
れ
る
公
的
行
事
）
の
先
行
書
で
あ
る

『
西
宮
記
』、『
江
家
次
第
』
等
を
範
と
し
て
お
り
、
独
自
の
内
容
を
持
っ
て
い

な
い
。
す
な
わ
ち
、
儀
式
化
さ
れ
た
公
事
の
「
喫
茶
」
行
事
に
は
、
記
録
上
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
大
き
な
変
化
は
な
い
と
言
え
る
。
併
せ
て
、
公
事
の

「
季
御
読
経
」、「
五ご

檀だ
ん

法ほ
う

」
等
の
儀
式
後
に
行
わ
れ
る
遊
宴
・
遊
芸
の
実
態
に

つ
い
て
は
、
天
皇
の
日
記
で
あ
る
『
光こ

う

厳ご
ん

院い
ん

宸し
ん

記き

』（
出
典
：
宮
内
庁
書
陵
部

解
題
に
よ
り
、
当
該
期
の
呼
称
を
使
用
。
本
稿
で
は
以
降
『
光
厳
院
宸
記
』
と

す
る
。
東
山
御
文
庫
書
写
版
の
外
題
は
『
花は

な

園ぞ
の

院い
ん

宸し
ん

記き

』
で
あ
る　

）
お
よ
び

1

2

3

4

5

文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
博
士
前
期
課
程
修
了　

田
村　

妙
子

日
本
中
世
文
化
に
お
け
る
「
喫
茶
」
の
考
察
―
公
事
と
遊
芸
を
中
心
に
―
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北
朝
の
朝
儀
・
公
事
を
中
心
に
し
た
日
記
で
あ
り
、
公
事
の
儀
式
を
執
り
行
う

少し
ょ
う

外げ

記き

、
記
録
所
寄よ

り

人う
ど

と
し
て
の
立
場
を
も
つ
中
原
師
守
の
『
師も

ろ

守も
り

記き

』（　

）

を
一
次
史
料
の
一
つ
と
し
て
検
討
し
、「
喫
茶
」
が
途
絶
え
た
と
さ
れ
る
期
間

（　

）
も
、
そ
の
実
態
が
確
認
で
き
る
と
判
断
し
た
。

な
お
、
古
代
の
儀
式
書
等
と
併
せ
『
師
守
記
』
を
通
し
て
、
公
事
「
季
御
読

経
」
の
年
次
的
記
録
が
更
新
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
同
時
に
遊
芸
の

「
喫
茶
」
で
あ
る
「
茶
勝
負
」
の
性
質
も
明
ら
か
に
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
日

本
中
世
の
喫
茶
文
化
と
は
公
事
と
遊
芸
が
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
述

べ
る
。

一
、「
季
御
読
経
」
を
中
心
と
す
る
公
事
に
つ
い
て

「
季
御
読
経
」
と
は
季
ご
と
に
衆
僧
（
大
勢
の
僧
）
を
請
じ
て
、『
大
般
若

経
』
を
転て

ん

読ど
く

（
長
い
経
典
の
一
部
を
読
み
全
体
を
読
ん
だ
も
の
と
す
る
方
法
）

す
る
宮
中
仏
事
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
天
皇
の
安
寧
と
国
家
の
安
泰
を
祈
願
す

る
法
会
行
事
で
あ
り
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

四
季
の
御
読
経
は
清せ

い

和わ

帝
期
の
貞じ

ょ
う

観が
ん

元
年
（
八
五
九
）
で
成
立
し
、
陽よ

う

成ぜ
い

帝

期
の
元が

ん

慶ぎ
ょ
う

元
年
（
八
七
七
）
に
春
秋
の
二
季
と
な
っ
た
こ
と
は
『
日
本
三
代
実

録
』（　

）
や
『
年
中
行
事
秘
抄
』、『
今
昔
物
語
』（　

）
等
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
季
御
読
経
」
の
儀
式
次
第
を
先
行
書
等
か
ら
確
認
す
る
と
概
略
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

初
日
に
は
公
卿
の
中
で
も
指
揮
す
る
立
場
の
上し

ょ
う

卿け
い

が
座
に
つ
い
て
、
法
会
が 6

7

8

9

始
ま
る
。
説せ

っ

法ぽ
う・

転
読
等
の
定
ま
っ
た
儀
式
を
朝あ

さ

座ざ

（
朝
の
講
座
）、
夕ゆ

う

座ざ

（
夕

の
講
座
）
で
行
う
。
第
二
日
は
（
古
く
は
第
三
日
）
法
会
と
と
も
に
「
引
茶
」

が
行
わ
れ
る
。
第
三
日
は
論ろ

ん

議ぎ

（
教
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
問
答
）
が
あ

り
、
第
四
日
は
法
会
の
修
了
を
意
味
す
る
結け

ち

願が
ん

を
迎
え
る
。
そ
し
て
、
法
会
修

了
後
に
公
卿
等
に
対
し
て
饗
応
を
行
う
こ
と
が
、
代
表
的
な
宮
中
法
会
行
事
の

次
第
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
「
季
御
読
経
」
は
こ
の
一
環
し
た
次
第
を
儀

式
化
・
定
型
化
し
、
法
会
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
法
会
は
他
に
仁に

ん

王の

会う
え

、
五
壇

法
、
御み

影え

供ぐ

（『
慕
帰
絵
第
五
巻
』
人
麻
呂
影
供
等
）・
最さ

い

勝し
ょ
う

講こ
う

な
ど
が
行
わ
れ

た
。先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
家
・
公
家
の
古
代
の
公
式
行
事
「
季
御
読
経
」

の
「
引
茶
」
を
通
し
て
行
わ
れ
た
様
子
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
『
西
宮
記
』（　

）

『
親
信
卿
記
』（　

）『
江ご

う

家け

次し

第だ
い

』（　

）
等
を
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
順
に
確
認
し
て
い
く
。

一
、 

の
一
『
西せ

い

宮き
ゅ
う

記き

』

安
和
二
年
（
九
六
九
）
頃
三
月

所
承
和
例
云
、
三
月
一
日
、
差
二
造
茶
使
一
。
粮
並
雑
物
、
行
二
内
蔵
寮

一
者
使
一
人
、
侍
醫
・
校
書
殿
執
事
一
人
、
共
造
ㇾ
之
。
校
書
殿
使
摘
ㇾ
茶

進
ㇾ
所
。
藥
殿
生
以
ㇾ
舛
量
請
。
造
法
見
二
例
文
一
也
。

臨
時
一　

御
読
経　

上
卿
依
ㇾ
仰
、
於
陣
定
二
僧
名
一
、（
中
略
）　

夏
引

茶
仰
二
内
蔵
薬
殿
一
。
四
位
行
香
、
五
位
六
位
引
茶
、
甘
葛
煎
所
茶
、
薬 10

11

12
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殿
。
土
器
等
之
類
、
蔵
司
。（
以
下
略
）

平
安
時
代
の
行
事
を
記
録
す
る
源

み
な
も
と
の

高た
か

明あ
き
ら

著
『
西
宮
記
』
は
安
和
二
年
（
九

六
九
）
頃
成
立
し
た
。
延え

ん

喜ぎ

（
九
〇
一
〜
九
二
三
）
以
後
の
公
事
・
行
事
の
儀

式
次
第
、
作
法
、
装
束
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
儀
式
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
承じ

ょ
う

和わ
の

例れ
い

」（
承
和
：
八
三
四
〜
八
四
八
年
）
を
挙
げ
て
い
る
。
内
裏
内
（
校き

ょ
う

書し
ょ

殿で
ん

）
に
は
茶
園
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
月
一
日
に
内
蔵く

ら

寮り
ょ
う

へ
造ぞ

う

茶ち
ゃ

使し

を

差
し
向
け
粮か

て

（
糧
）
や
雑
物
を
受
取
っ
て
い
た
。
侍
医
・
校
書
殿
執
事
の
下
で
、

例
文
を
見
な
が
ら
茶
を
造
り
、
校
書
殿
の
使
い
が
茶
を
摘
み
、
運
ぶ
。
薬く

す
り

殿ど
の

生

が
舛
で
計
量
す
る
な
ど
管
理
し
て
い
た
。
臨
時
の
御
読
経
も
同
様
で
、
上
卿
の

指
示
に
よ
っ
て
陣じ

ん
の

定さ
だ
め

（
国
政
議
定
の
一
方
式
）
に
お
い
て
請
ず
べ
き
僧
名
な
ど

を
き
め
た
。
夏
季
に
行
わ
れ
る
場
合
も
「
引
茶
」
が
薬
殿
の
指
示
で
行
わ
れ
た
。

四
位
の
者
は
行ぎ

ょ
う

香こ
う

（
僧
侶
に
焼
香
の
香
を
配
る
）
を
担
当
、
五
位
・
六
位
は

「
引
茶
」
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
か
ら
官
位
に
よ
っ
て
役
割
分
担
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

一
、 

の
二　
『
親ち

か

信の
ぶ

卿き
ょ
う

記き

』

①
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
八
月
二
十
日
条

是
月
、
有
春
季
御
読
経
、
或
三
月
修
之
、
召
分
僧
廿
口
、
於
御
在
所
修

之
、（
中
略
）
朝
座
了
、
王
卿
侍
臣
行
香
、
殿
上
六
位
一
人
捧
火
虵
随

後
、
事
了
僧
侶
退
出
、
次
王
卿
及
中
少
将
下
殿
、
御
結
願
日
又
同
之
、

三
个
日
夕
座
、
侍
臣
施
煎
茶
於
衆
僧
、
相
加
甘
葛
煎
、
又
厚
朴
・
生
薑
等
、
随

要
施
之
、
紫
震
（
宸
）
殿
所
衆
・
雑
色
等
参
上
、
於
件
茶
者
、
着
於
大
極
殿
之
時
又
同
、

但
茶
用
器
等
見
所
例
也
、（
中
略
）

② 

廿
四
日
、
季
御
読
経
初
日
也
、
其
儀
如
例
、
但
始
申
剋
、
朝
夕
座
一
度

行
、
是
専
無
先
例
、
依
之
無
引
茶
、（
以
下
略
）

（
季
御
読
経
の
指
図
あ
り
）

③
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
（
九
七
四
）
八
月
十
五
日

可
召
仰
諸
司
、

内
匠
南
殿
障
子
、
縫
殿
御
帳
帷
、
内
蔵
御
、
差
油
・
脂
燭
布
・
土
器
・
折
櫃
・
瓶
子
・

生
薑
・
布
施

圖
書　

主
殿
□
浴
女
官
・
□
□　

掃
部
同
女
官
・
御
帳
、

左
右
近
駕
輿
丁
香
春
、
左
右
衛
士
薬
殿
事
、

蔵
人
所
香
・
甘
葛
煎
・
廻
文
着
小
舎
人
、・
犬
防

薬
殿
申
請
云
、
茶
七
十
枚
・
生
薑
九
升
・
生
絹
二
尺

中
折
櫃
四
合
・
水
桶
二
口
・
杓
二
柄

讃
岐
甕
四
口
・
炭
四
石
五
斗
、

已
上
三
箇
日
料
云
々

御
精
進
事
、

四
衛
府
、〈
十
九
日
左
衛
門
（
源
延
光
）
督
、
廿
日
右
衛
門
（
源
重
光
）
督
当
番

也
〉、

日
次
所
、
左
右
衛
門
、
河
御
贅
等
可
□
（
仰
カ
）、

内
膳
、〈
可
加
仰
仏
供
事
〉、

大
膳
、
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造
酒

『
親ち

か

信の
ぶ

卿き
ょ
う

記き

』
は
著
者
平
親
信
（
九
四
六
〜
一
〇
一
七
）
が
桓か

ん

武む

平へ
い

氏し

で
あ

る
蔵く

ろ

人う
ど

・
検け

非び

違い

使し

（
天
皇
家
の
家
政
職
・
治
安
維
持
職
）
任
中
（
九
七
二
〜

四
）
に
記
し
た
日
記
で
あ
る
。

こ
の
三
件
の
記
録
は
八
月
秋
の
事
例
で
あ
る
。
①
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
八

月
二
十
日
条
と
③
天
延
二
年
（
九
七
四
）
八
月
十
五
日
条
は
、
通
常
秋
に
は
行

わ
れ
な
い
「
引
茶
」
を
伴
っ
た
特
別
な
行
事
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、

①
天
禄
三
年
八
月
二
十
日
条
は
春
季
御
読
経
の
例
を
示
し
、
春
は
三
月
に
行
う

と
し
て
い
る
。
僧
侶
は
二
十
口
（
名
）
ず
つ
分
け
て
招
請
し
、
御
在
所
（
清
涼

殿
）
で
行
わ
れ
る
。（
中
略
）
朝あ

さ

座ざ

（
朝
の
講
座
）
が
終
了
す
る
と
王
饗
・
侍

臣
が
行
香
し
、
六
位
の
一
人
が
火か

蛇し
ゃ

（
仏
事
に
用
い
る
蓋
つ
き
の
香
炉
）
を
捧

げ
も
ち
、
後
ろ
に
随
う
。
僧
侶
が
順
次
退
出
す
る
と
次
に
王
卿
と
中
少
将
が
下

が
る
。
結
願
日
も
、
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
同
様
に
三
日
間
、
夕
座
（
夕
の
講

座
）
が
行
わ
れ
、
侍
臣
が
衆
僧
に
煎
茶
を
施
す
が
、
甘あ

ま

葛づ
ら

煎せ
ん

（
あ
ま
ち
ゃ
づ

る
）
や
厚こ

う

朴ぼ
く

（
ほ
お
の
き
の
樹
皮
）・
生し

ょ
う

薑き
ょ
う

（
し
ょ
う
が
）
を
必
要
に
応
じ
て

加
え
て
い
る
。「
季
御
読
経
」
で
茶
を
用
意
す
る
の
は
天
皇
家
の
家
政
機
関
の

中
枢
で
あ
る
蔵く

ろ
う

人ど

所ど
こ
ろ

の
下
級
役
人
で
あ
る
雑ぞ

う

色し
き

等
の
担
当
で
あ
っ
た
。
②
八
月

廿
四
日
条
の
記
録
は
秋
の
一
例
で
、
朝
夕
の
講
座
を
一
度
行
い
、「
引
茶
」
は

行
わ
れ
て
い
な
い
。
③
天
延
二
年
八
月
十
五
日
条
は
、
儀
式
に
必
要
な
用
具
や

物
が
担
当
の
司
に
割
振
ら
れ
て
い
る
。
内た

く
み匠

に
は
障
子
、
縫ぬ

い

殿ど
の

に
は
帳ち

ょ
う

帷い

（
と

ば
り
。
室
内
に
垂
下
げ
た
布
）、
内く

蔵ら

に
は
土
器
、
生
薑
、
布
施
等
、
蔵
人
所

で
は
香
・
甘
葛
煎
等
を
準
備
し
て
い
る
。
薬く

す
り

殿ど
の

で
は
茶
、
生
薑
な
ど
三
日
分
を

用
意
し
、
茶
葉
七
十
枚
を
入
れ
て
煎
じ
、
讃さ

ぬ
き
お
う
 （
か
め
）

岐
甕
四
個
に
入
れ
た
よ
う
だ
。
貴

重
な
茶
葉
七
十
枚
に
対
し
、
生
薑
の
量
は
多
い
。
出
来
上
が
っ
た
煎
茶
を
僧
侶

に
施
し
た
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
は
具
体
的
な
公
事
に
お
け
る
茶
の
作
り
方
を
確

認
す
る
た
め
の
貴
重
な
記
述
と
言
え
よ
う
。

生き

絹ぎ
ぬ

二
尺
（
約
六
十
㎝
）
は
僧
侶
へ
の
布
施
物
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
か
。
衆

僧
の
人
数
は
『
日
本
三
代
実
録
』・『
年
中
行
事
秘
抄
』
に
お
い
て
貞
観
元
年

（
八
五
九
）
二
月
二
十
五
日
条
で
は
六
十
四
名
の
僧
侶
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）

三
月
二
十
六
条
に
は
百
廿
名
の
僧
侶
が
招
請
さ
れ
た
。
饗
応
の
段
に
は
、
朝
廷

の
諸
行
事
に
奉
供
す
る
四し

衛え

府ふ

の
源
延の

ぶ

光み
つ

（
九
二
七
〜
九
七
六
）
源
重し

げ

光み
つ

（
九

二
三
〜
九
九
八
）
が
交
代
で
担
当
し
て
い
る
。
さ
ら
に
膳
を
仏
に
供
え
た
後
、

饗
応
の
膳
で
酒
宴
と
な
っ
て
い
る
。

一
、
の
三
『
江ご

う

家け

次し

第だ
い

』

天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
二
月

上
卿
一
人
着
南
殿
例
。
天
喜
四
年
《「
三
ケ
日
毎
二
夕
座
侍
臣
施
二
煎
茶
一
。

衆
僧
相
二
加
甘
葛
煎
一
。
亦
厚
朴
・
生
薑
等
随
ㇾ
要
施
ㇾ
之
。
紫
宸
殿
所
雑

色
等
参
上
施
二
件
茶
一
。
於
大
極
殿
一
修
時
亦
同
。
但
用
二
茶
器
等
一
見
所
例
也
。
蔵
人

式
》」上

卿
不
レ
候
之
例
。
延
長
八
年
殿
上
人
着
ニ

南
殿
一
。
応
和
元
年

竟
日
、
第
四
日
。
承
平
元
年
（
九
三
一
）
五
月
廿
七
日
始
ㇾ
之
。
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廿
九
日
結
願
。
依
二
明
日
忌
火
一
也
。

其
儀
如
二
初
日
一
。
但
不
ㇾ
立
二
佛
供
聖
供
等
机
一
。

佛
前
香
華
机
前
立
二
佛
布
施
机
一
。
綿
十
屯
以
二
緑
帛
裹
之
。
置
二
於
机
一
立

二
佛
前
一
。
法
用
後
次
将
仰
度
者
一
。
詞
曰
。
大
法
師
等
爾
杖
取
給
不
。
僧

申
云
。
穴
賢
。
行
香
如
二
初
日
一
。
咒
願
三
禮
畢
後
。
従
儀
師
申
二
布
施
一
。

咒
願
。

王
卿
着
二
陣
座
饗
一
。

一
献
之
後
、
大
弁
申
文
（
以
下
略
）

大お
お

江え
の

匡ま
さ

房ふ
さ

著
『
江
家
次
第
』
は
平
安
時
代
後
期
の
朝
儀
・
公
事
の
次
第
を
詳

記
し
た
儀
式
書
で
あ
る
。
公
卿
の
中
で
指
揮
す
る
役
割
の
上
卿
が
、
一
人
で
南

殿
の
定
座
に
着
い
て
い
る
。
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
は
、
三
日
間
夕
座
ご
と

に
侍
臣
が
衆
僧
に
煎
茶
を
施
し
て
い
る
。
紫
宸
殿
の
蔵く

ろ
う

人ど

所ど
こ
ろ

の
下
級
廷
臣
の
雑ぞ

う

色し
き

が
参
上
し
て
甘
葛
・
厚
朴
・
生
薑
を
加
え
た
煎
茶
を
施
し
た
。
大
極
殿
に
於

い
て
行
う
時
も
亦
同
じ
で
あ
る
。
但
し
、
茶
に
用
い
る
器
は
「（
蔵
人
）
所
の

例
に
み
え
る
」
と
あ
り
、
先
例
の
儀
式
作
法
の
規
定
で
あ
る
蔵く

ろ

人う
ど

式し
き

（　

）
を

踏
ま
え
て
い
る
。
上
卿
が
い
な
い
場
合
で
は
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
に
、
殿
上

を
許
さ
れ
た
人
が
南
殿
に
着
い
た
。
竟
日
、
第
四
日
と
な
る
の
は
承
平
元
年
五

月
廿
七
日
に
始
ま
っ
た
が
、
廿
九
日
に
修
了
を
迎
え
た
。
翌
日
は
神
聖
な
火
を

使
い
、
仏
前
に
は
香
や
花
等
の
布
施
物
を
机
の
上
に
立
て
る
。
こ
の
飾
り
付
け

は
三み

つ

具ぐ

足そ
く

（
香
炉
、
燭
台
、
花
立
）
で
あ
る
仏
具
を
本
尊
に
向
か
っ
て
置
き
あ

わ
す
の
と
同
じ
様
式
で
あ
る
。
綿
十
屯
（
綿
の
重
さ
を
は
か
る
単
位
）
は
緑
の

帛は
く

（
絹
布
）
に
裹つ

つ

（
包
）
み
仏
前
の
机
に
置
い
て
い
る
。
法
要
後
、
大
将
の
次

13

に
位
す
る
次
将
（
近
衛
次
将
）
が
度ど

者し
ゃ

（
出
家
を
官
許
さ
れ
た
僧
尼
の
一
類
）

に
仰
せ
に
な
る
。
そ
の
仰
せ
に
な
る
詞
は
「
大
い
法
師
等
に
杖
取
給
ふ
」
と
し
、

衆
僧
は
「『
あ
な
か
し
こ
』
と
謹
ん
で
お
答
え
申
し
ま
す
。」
と
あ
る
。
行
香
を

初
日
に
行
い
、
咒じ

ゅ

願が
ん

（
祈
願
）
が
行
わ
れ
次
に
三
禮
（
礼
）
で
畢
（
終
）
る
。

従じ
ゅ
う

儀ぎ

師し

（
法
会
の
際
、
威
儀
師
の
指
示
に
従
っ
て
種
々
の
威
儀
を
た
だ
す
役
目

の
僧
）
と
い
う
進
行
役
が
布
施
に
つ
い
て
申
し
述
べ
咒
願
が
終
わ
る
。
王
卿
は

陣じ
ん

座の
ざ

の
饗
に
着
き
、
一
献
の
後
は
大だ

い

弁べ
ん

（
太
政
官
の
最
上
位
）
が
申
文
を
す
る

（
以
下
略
）

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
古
代
か
ら
の
儀
式
書
等
で
、
公
事
の

「
喫
茶
」
の
「
引
茶
」
や
飲
茶
形
態
の
実
態
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、「
引
茶
」

は
法
会
の
ひ
と
つ
「
季
御
読
経
」
を
中
心
に
、
定
型
化
し
た
儀
式
の
中
で
僧
侶

に
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

「
季
御
読
経
」
は
、
中
村
修
也
氏
に
よ
れ
ば
十
三
世
紀
頃
（『
猪
隈
関
白
記
』

承
平
三
年
〔
一
二
〇
九
〕
五
月
二
十
六
日
条
）（　

）、
相
馬
範
子
氏
は
『
民み

ん

経け
い

記き

』
天
福
元
年
〔
一
二
三
三
〕
五
月
二
十
二
日
条
）
ま
で
実
施
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。（　

）

し
か
し
な
が
ら
、『
師
守
記
』（
前
掲
６
）
に
よ
っ
て
、「
季
御
読
経
」
は
左

記
の
通
り
十
四
世
紀
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
記
録
が
確
認
で
き
る
。

一
、
の
四
『
師
守
記
』
に
み
る
「
季
御
読
経
」

暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
二
月
廿
日
条

14

15
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甲
辰　

天
晴
・
・
・

今
日
為
頭
卿
為
治
朝
臣
奉
行
、
季
御
読
経
三
月
例
可
被
注
進
云
々
」

①
暦
応
三
年
二
月
廿
一
日
条

（
頭
書
）

「
今
日
大
服
茶
、
勝
負
事
有
之
、」

（
裏
書
）

「
廿
一
日季

御
読
経
三
月
例

寛
元
々
・
三
・
廿
四
季
御
読
経
始
也

宝
治
元
・
三
・
廿
三
同
始

文
永
五
・
三
・
廿
二
同
始

建
治
三
・
三
・
廿　

同
始

弘
安
三
・
三
・
十
三
同
始

嘉
元
二
・
三
・
廿
五
同
始

徳
治
元
・
三
・
十
八
同
始

此
外
猶
存
例　

」

②
暦
応
三
年
二
月
廿
八
日
条

辛
亥
、
天
晴
、
今
日
鎌
倉
大
納
言
源
尊
氏
卿
征
夷
大
将
軍
正
二
位
院
参

云
々
、
今
年
初
度
也
、
不
参
内
裏
云
々
、
院
参
許
也
、

（
頭
書
）

「
今
日
為
頭
卿
為
治
朝
臣
奉
行
、
季
御
読
経
来
月
廿
日
之
由
、
被
触
申

了
」

③
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
八
月
廿
日
条　
（
紙
背
）

廿
日

最
勝
講
中
絶
准
據
例
事
注
進

（
中
略
）

只
今
師
茂
参
仕
之
時
、
被
尋
下
候
穢
中
最
勝
講
例
、
引
勘
候
之
処
、
宝

治
元
年
五
月
十
八
日
被
始
行
内
最
勝
講
、（
中
略
）

保
安
二
年
正
月
廿
六
日　

禁
中
御
膳
辺
下
女
頓
死
、（
中
略
）

二
月
十
三
日
、
於
院
被
供
養
尊
勝
陀
羅
尼
、
此
外
穢
中
被
行
仁
王
会
、

若
季
御
読
経
例
存
之
候
、
但
元
徳
二
年
十
月
廿
四
日
、
今
日
可
被
始
行

最
勝
講
云
々
、
而　

内
裏
穢
中
依
旡
先
例
延
引
欤
云
々
、
所
見
如
此
候
、

可
令
得
其
御
意
給
候
乎
、
師
茂
誠
恐
謹
言
、

 

八
月
廿
日　

師
茂
状

菅
少
納
言
殿　

被
申
殿
下

〈
一
、
の
四
①
〜
③
の
解
説
〉

①
は
春
の
「
季
御
読
経
」
が
直
近
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
暦
応
三
年
二

月
廿
日
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
日
の
二
月
廿
一
日
条
に
お
い
て
、
頭
書

に
は
「
今
日
大
服
茶
、
勝
負
事
有
之
、」
と
書
か
れ
、「
茶
勝
負
」
有
と
し
、
併

せ
て
裏
書
に
は
過
去
の
春
の
三
月
例
実
績
を
報
告
し
て
い
る
記
録
が
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
「
寛
元
々
・
三
・
廿
四
季
御
読
経
始
也
」（
一
二
四
三
）
の
記
述

か
ら
、
さ
ら
に
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
ま
で
の
記
載
が
あ
り
、
加
え
て
「
此
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の
外
の
例
が
存
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
師
守
記
』
は
暦
応
二
年
（
一
三
三

九
）
以
降
の
日
記
で
あ
り
、
徳
治
元
年
ま
で
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
②
に
は
暦
応
三
年
二
月
廿
八
日
条　

暦
応
元
年
に
征
夷
大
将
軍
正
二

位
に
就
い
た
足
利
尊
氏
が
「
今
年
初
め
て
の
院
参
」
す
る
際
の
頭
書
の
記
載
で

あ
る
。「
季
御
読
経
」
が
翌
月
廿
日
に
迫
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
報

告
し
た
暦
応
三
年
に
も
「
季
御
読
経
」
を
実
施
し
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
。

秋
の
記
録
③
は
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
八
月
廿
日
条
で
裏
書
（
紙
背
）
に

あ
る
、
保
安
二
年
（
一
一
二
一
年
）
の
法
会
の
一
つ
で
あ
る
最
勝
講
の
例
で
あ

る
。
こ
の
年
は
禁
中
で
下
女
の
頓
死
や
尊
勝
陀
羅
尼
の
供
養
な
ど
の
穢け

が
れ

が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
季
御
読
経
」
の
同
類
儀
礼
（　

）
の
仁
王
会
若
し

く
は
、「
季
御
読
経
」
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）

十
月
廿
四
日
の
最
勝
講
中
絶
の
例
を
記
し
、
菅
少
納
言
宛
に
師
守
の
兄
の
師
茂

が
報
告
し
て
い
る
。
諸
法
会
に
つ
い
て
中
村
修
也
氏
は

季
御
読
経
に
限
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
御
読
経
で
も
正
式
に
行
え
ば
、
季
御

読
経
の
場
合
と
同
じ
く
、
引
茶
の
行
事
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

他
の
仁
王
会
等
の
諸
法
会
に
お
い
て
も
茶
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
。（　

）

と
述
べ
て
い
る
。

二
、
遊
芸
の
ひ
と
つ
「
茶
勝
負
」
に
つ
い
て

日
本
中
世
の
喫
茶
形
態
の
一
つ
を
一
般
に
は
広
く
「
闘
茶
」（　

）
と
呼
ん

16

17

18

で
い
る
が
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
の
『
光
厳
院
宸
記
』
に
あ
る
懸
物
を
伴

う
「
飲
茶
勝
負
」
か
ら
始
ま
り
、『
師
守
記
』
に
は
「
大
服
茶
、
勝
負
事
有
之
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
「
茶
勝
負
」
と
し
た
。
遊
芸
の
ひ
と
つ
「
茶
勝
負
」

に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
本
研
究
過
程
で
こ
の
「
喫
茶
」
の
実
態
か
ら
新

た
な
性
質
も
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
呼
称
は
「
茶
勝
負
」
の
他

に
飲
茶
勝
負
・
茶
寄
合
・
四
種
十
服
茶
等
が
あ
り
、
茶
の
味
の
善
し
悪
し
を
味

わ
い
、
そ
の
産
地
を
当
て
る
遊
び
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
の
中
で
、
橋
本
素
子
氏
は
「
南
北
朝
期
の
闘
茶
」
に
つ
い
て
『
建

武
式
目
』
の
茶
寄
合
・
連
歌
会
を
取
り
上
げ
て
、「
…
そ
の
裏
で
莫
大
な
賭
博

を
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
て
、
茶
寄
合
そ
の
も
の
を
悪
だ
と
い
っ
て
禁

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」（　

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
林
屋

辰
三
郎
氏
は

南
北
朝
時
代
に
は
、〈
ば
さ
ら
〉（
婆
娑
羅
）
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
時
期

の
美
意
識
と
な
っ
た
。〈
ば
さ
ら
〉
と
は
、
身
分
不
相
応
に
派
手
で
、
遠

慮
の
な
い
振
舞
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）（
佐
々
木
）
道
誉
は
す
で
に
の

べ
た
よ
う
に
、
武
家
の
倫
理
に
と
ら
わ
れ
ず
、
時
に
裏
切
り
も
す
れ
ば
、

降
参
も
す
る
と
い
う
よ
う
な
自
由
奔
放
な
性
格
だ
か
ら
、〈
ば
さ
ら
〉
の

典
型
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
は
多
く
は
の
ち
に
の

べ
る
茶
寄
合
や
立
花
の
風
流
の
興
行
な
ど
に
現
れ
て
い
た
が
、（
以
下

略
）」（　

）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
「
闘
茶
」（
茶
寄
合
）
は
「
博
奕
性
」

と
「
バ
サ
ラ
性
」
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
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い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
本
研
究
の
過
程
で
『
師
守
記
』
の
「
茶
勝
負
」
に

は
こ
の
性
質
が
付
帯
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
の

修
士
論
文
の
一
次
史
料
『
八
坂
神
社
記
録
』、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』、『
お
湯

殿
の
上
の
日
記
』
等
に
つ
い
て
、
懸
物
を
中
心
に
分
析
し
た
結
果
で
は
、
同
様

に
「
博
奕
性
」・「
バ
サ
ラ
性
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
先
行
研
究
で
言
わ

れ
て
い
る
遊
芸
の
「
喫
茶
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
闘
茶
」
と
は
異
な
る
。

天
皇
家
・
公
家
の
嗜
み
と
し
て
遊
芸
の
一
つ
に
属
す
る
「
喫
茶
」
の
一
形
態

「
茶
勝
負
」
は
連
歌
会
と
同
様
に
、
公
家
や
武
家
、
僧
侶
等
の
階
層
を
超
え
て

行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、『
師
守
記
』
に
お
い
て
も
「
茶
勝
負
」
の
記
録
が
確

認
で
き
た
。

ま
ず
、
懸
物
を
か
け
た
「
茶
勝
負
」
の
初
見
で
あ
る
「
飲
茶
勝
負
」
を
『
光

厳
院
宸
記
』
で
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
記
録
は
法
会
後
に
遊
芸
が
続
い
て
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
、
の
一
『
光
厳
院
宸
記
』
に
み
る
「
茶
勝
負
」

①
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
六
月
三
日
条

雨
下
、
五
壇
法
可
為
各
檀
賞
之
由
、
面
々
申
請
、』

（
マ
マ
）

而
去
年
六
波
羅
五
壇

法
各
有
賞
、
連
綿
相
続
、
似
無
念
、（
以
下
略
）

②
正
慶
元
年
六
月
四
日
条

今
暁
五
壇
法
結
願
、
昨
日
満
七
ケ
日
、
而
依
為
御
衰
日
一
日
延
行
也
、
非

晴
儀
、
以
後
夜
之
次
結
願
訖

今
夕
外
宮
鮒
形
御
剣
事
、
有
仗
議
、
右
府
（
久
我
長
通
）
已
下
参
云
々

③
正
慶
元
年
六
月
五
日
条

晴
、
資
名
卿
・
頼
定
卿
已
下
少
々
近
臣
等
祇
候
、
有
飲
茶
勝
負
、
被
出
懸

物
、
知
茶
之
同
異
也
、
實
継
朝
臣
・
兼
什
法
印
、
各
一
度
勝
之
、
給
懸
物
、

其
後
小
一
献
、
公
秀
卿
参
、
頼
定
卿
包
丁
、
又
有
勝
負
、
孔
子
分
方
、
可

調
進
絵
一
巻
之
由
被
定
之

〈
二
、
の
一
の
解
説
〉

密
教
の
法
会
で
あ
る
五
壇
法
が
行
わ
れ
た
。
正
慶
元
年
六
月
三
日
条
は
雨
の

下
、
五
檀
法
賞
の
詮
議
が
あ
っ
た
。
昨
年
の
六
波
羅
で
は
五
檀
法
賞
も
あ
り
、

連
綿
と
続
い
て
い
た
。
無
念
（
妄
念
の
な
い
こ
と
）
に
似
て
い
る
。
昨
日
は
満

願
で
あ
っ
た
が
、
衰す

い

日び

（
忌
日
）
に
あ
た
り
一
日
延
期
し
、
四
日
の
暁
に
修
了

と
な
っ
た
。
今
夕
、
公
卿
の
仗じ

ょ
う

議ぎ

（
議
定
）
が
あ
り
、
太
政
大
臣
の
久こ

我が

長な
が

通み
ち

ら
が
参
上
し
た
。
翌
五
日
に
は
前
述
の
通
り
「
飲
茶
勝
負
」
が
は
っ
き
り
と
記

さ
れ
て
お
り
、
日
野
資す

け

名な

、
冷れ

い

泉ぜ
い

頼よ
り

定さ
だ

を
は
じ
め
数
名
の
公
卿
、
三さ

ん

条じ
ょ
う

實さ
ね

継つ
ぐ

、

東
寺
大だ

い

僧そ
う

都ず

、
兼
什
法
印
が
懸
物
を
賭
け
て
「
茶
の
同
異
を
知
る
」「
茶
勝
負
」

を
行
っ
た
。
實さ

ね

継つ
ぐ

と
兼
什
が
各
一
度
勝
っ
た
。
そ
の
後
、
軽
い
酒
宴
に
続
き
、

三
条
公き

ん

秀ひ
で

が
参
加
し
て
再
び
勝
負
を
し
て
い
る
が
、
孔く

子じ

で
分
け
方
を
決
め
、

絵
一
巻
を
調ち

ょ
う

進し
ん

（
謹
呈
）
す
べ
き
こ
と
が
定
ま
っ
た
。「
飲
茶
勝
負
」
の
内
容

は
不
明
で
あ
る
が
法
会
の
一
つ
「
五
壇
法
」
と
「
茶
勝
負
」
が
と
も
に
宮
中
行

事
の
一
環
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
次
に
、
前
述
し
た
中

原
師
守
の
『
師
守
記
』（
前
掲
６
）
に
お
け
る
「
茶
勝
負
」
記
録
の
内
容
を
見
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る
。

二
、
の
二
『
師
守
記
』
に
み
る
「
茶
勝
負
」
の
概
要
と
特
徴

『
師
守
記
』
の
「
茶
勝
負
」
記
録
九
回
（　

表
１
）
を
概
説
す
る
。「
茶
勝

負
」
の
内
容
は
「
十
服
茶
」（　

）
が
五
回
、「
十
種
本
非
」（　

）
二
回
、「
大

服
茶
」（　

）
と
「
本
非
」
が
各
一
回
の
計
九
回
で
あ
る
。
ま
た
、
懸
物
の
あ

る
「
茶
勝
負
」
は
二
回
で
あ
っ
た
。
九
回
の
開
催
時
期
は
暦
応
三
年
（
一
三
四

〇
）
で
は
一
月
が
一
回
、
二
月
三
回
、
四
月
一
回
で
あ
る
。
同
四
年
（
一
三
四

一
）
で
は
一
月
開
催
で
あ
り
、
計
六
回
が
春
季
に
行
わ
れ
て
い
る
。
貞
和
元
年

（
一
三
四
五
）
は
十
一
月
二
回
、
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）
十
二
月
一
回
で
冬

季
開
催
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
宮
中
行
事
の
「
季
御
読
経
」
に
準
じ
た
公
事
の

「
園そ

の

韓か
ら

神か
み
の

祭ま
つ
り

」（
平
安
京
宮
内
省
内
に
鎮
座
し
て
い
た
園
神
・
韓
神
の
例
祭
：
国

史
大
辞
典
以
下
同
じ
）、「
釈せ

き

奠て
ん

」（
孔
子
を
は
じ
め
と
す
る
儒
教
の
先
哲
を
先

聖
・
先
師
と
し
て
祭
る
祭
儀
）、「
大
原
野
祭
」（
祭
祀
は
す
べ
て
藤
原
氏
一
門

の
氏
神
で
あ
る
奈
良
の
春
日
大
社
に
準
じ
る
）、「
吉
田
祭
」（
大
原
野
の
大
原

野
祭
に
準
じ
て
、
吉
田
祭
が
朝
廷
の
祭
で
あ
る
公

お
お
や
け

祭ま
つ
り

に
列
す
る
）
等
に
合
わ

せ
て
「
茶
勝
負
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
法
会
は
概
ね
春
秋
の
二
季

に
行
わ
れ
た
。

二
、
の
三
『
師
守
記
』
に
み
る
「
茶
勝
負
」
の
登
場
人
物
と
懸
物

21
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『
師
守
記
』
に
お
け
る
「
茶
勝
負
」
記
録
の
登
場
人
物
は
中
原
家
（　

）
の

人
物
と
検け

非び

違い

使し

別べ
っ

当と
う

の
唐
名
大
理
卿
や
刑ぎ

ょ
う

部ぶ

省し
ょ
う

や
大
宰
府
の
官
人
で
あ
る
大

判
事
博
士
太
夫
、
近
衛
・
鷹
司
な
ど
、
従
一
位
や
関
白
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
公

家
の
参
加
が
多
い
。
一
方
で
、
建
武
新
政
府
直
後
設
置
さ
れ
た
訴
訟
機
関
（
雑ざ

つ

訴そ

決け
つ

断だ
ん

所じ
ょ

）
に
関
係
し
た
中な

か

御み

門か
ど

経つ
ね

季す
え

（
中
坊
城
前
宰
相
経
季
卿
）
畿
内
担
当

の
中な

か

原は
ら
の

章の
り

有あ
り

、
山
陰
道
担
当
官
の
坂
上
明
成
ら
下
流
廷
臣
も
参
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
官
位
も
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
摂
家
の
一
つ
鷹
司
家
で

は
後
円
光
院
前
関
白
（
一
三
〇
五
〜
三
七
）
と
よ
ば
れ
た
冬ふ

ゆ

教の
り

が
載
り
、
そ
の

冬
教
の
養
子
と
な
る
師も

ろ

平ひ
ら

（
一
三
一
一
〜
一
三
五
三
）
が
登
場
す
る
。
さ
ら
に
、

五
摂
家
筆
頭
の
近
衛
家
、
前
関
白
近
衛
経つ

ね

平ひ
ら

（
一
二
八
七
〜
一
三
一
八
）
の
名

前
が
見
え
る
。
し
か
し
、
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
の
記
録
に
鷹
司
冬
教
と
近

衛
経
平
が
載
る
の
は
、
既
に
没
し
て
い
る
為
、
疑
問
が
残
る
。
大だ

い

理り

卿き
ょ
う

の
位
を

持
つ
柳や

な
ぎ

原わ
ら

資す
け

明あ
き

（
一
二
九
七
〜
一
三
五
三
）
は
光
厳
天
皇
に
仕
え
、『
光
厳
院

宸
記
』
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
六
月
五
日
条
の
「
飲
茶
勝
負
」
に
登
場
す
る

日
野
資
名
は
兄
と
思
わ
れ
る
。
暦
応
三
年
一
月
二
十
五
日
条
に
は
師
守
自
身
も

参
加
し
て
い
る
。
僧
侶
の
う
ち
、
善
覚
は
美み

ま

作さ
か

国の
く
に

の
八
坂
神
社
の
御
分
霊
を
お

祀
り
し
た
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
創
建
の
善
覚
「
木
山
神
社
」
の
寺
僧
で
あ
ろ

う
か
。
覚
照
房
は
興
福
寺
大
乗
院
か
否
か
で
あ
る
。
ま
た
、
専
阿
父
子
と
あ
る

が
、
専
阿
を
阿
弥
号
と
し
て
見
た
と
き
、
同ど

う

朋ぼ
う

衆し
ゅ
う

を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
彼
ら
は
室
町
幕
府
時
代
に
特
に
活
躍
し
た
こ
と
は
著
明
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
前
に
公
家
や
大
寺
院
に
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（　

）。
検
討
が
必

要
な
人
物
で
あ
る
。
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ま
た
、
女
性
や
山や

ま

伏ぶ
し

律り
っ

師し

（
修
験
道
の
僧
官
）、
陰お

ん

陽み
ょ
う

師じ

（
陰
陽
寮
に
置
か

れ
た
官
人
）
な
ど
多
様
な
階
層
の
人
物
が
確
認
で
き
た
。

中
原
系
図
（　

）
に
よ
る
と
師
守
に
は
三
人
の
姉
が
い
た
が
、『
師
守
記
』

で
も
敬
意
を
払
っ
て
三
番
目
の
姉
が
「
御
料
人
」
と
呼
ば
れ
た
女
性
で
あ
る
。

貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
十
一
月
十
一
日
条
「
十
服
茶
会
」
に
登
場
す
る
。

（
□
は
不
明
）

□
夜
於
予
方
□
□
□
己
下
有
□
□
（
十
服
）
茶
会
、
□御
料

師
守
姉

人
入
御

「
茶
勝
負
」
記
録
二
回
の
懸
物
の
内
訳
を
見
る
と
、
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）

一
月
の
懸
物
は
香
炉
（
香
を
炷
く
用
具
）、
馬う

ま

鞦
し
り
が
い

（
馬
具
の
装
束
の
緒
）、
蝋

燭
や
燭
台
、
筥は

こ

、
茶
碗
で
あ
る
。
一
方
、
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
一
月
の
二

種
の
懸
物
は
、
檀
紙
と
扇
一
本
と
い
う
日
頃
常
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
回
と

も
参
会
者
に
よ
る
持
寄
り
で
あ
っ
た
。

【
お
わ
り
に
】

本
稿
の
目
的
は
日
本
中
世
文
化
に
お
け
る
、「
茶
の
湯
」
以
前
の
「
喫
茶
」

文
化
の
実
態
を
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
来
、
天
皇
家
に
お
け
る
公
事
の

「
喫
茶
」
の
実
態
は
、
中
世
の
儀
式
書
に
お
い
て
詳
細
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
、
古
代
の
『
西
宮
記
』
や
『
江
家
次
第
』
な
ど
の
儀
式
書
に
則
っ
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
ら
の
一
次
史
料
を
確
認
す
る
と
、
法
会
の
一
つ
で
あ
る
「
季
御
読
経
」

27

の
「
喫
茶
」
は
、
宗
教
的
・
儀
式
的
な
要
素
が
継
続
し
て
存
在
し
、
法
会
後
に

は
衆
僧
に
饗
応
す
る
「
引
茶
」
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
儀
式
後
に
は
遊
宴
を
伴

う
饗
応
で
終
わ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。「
季
御
読
経
」
は
、
煎
茶
を
中
心
と

し
て
施
さ
れ
た
代
表
的
な
法
会
行
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

従
来
、
公
事
の
一
つ
で
あ
る
「
季
御
読
経
」
の
年
次
的
確
認
は
、
始
ま
り
が

一
般
的
に
八
世
紀
の
『
公く

事じ

根こ
ん

源げ
ん

』
に
み
え
る
天
平
元
年
八
月
（
七
二
九
）
で

あ
る
。
一
方
終
わ
り
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
十
三
世
紀
の
『
猪い

の

隈く
ま

関か
ん

白ぱ
く

記き

』
に

承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）、『
民
経
記
』
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に
更
新
記
録

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
研
究
過
程
に
お
い
て
『
師
守
記
』

で
は
、
本
稿
四
頁
一
、
の
四
の
①
で
記
載
し
た
よ
う
に
、
過
去
の
実
績
「
季
御

読
経
三
月
例
」（
寛
元
元
年
〔
一
二
四
三
〕
か
ら
徳
治
元
年
〔
一
三
〇
六
〕）
が

確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
②
で
は
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
の
報
告
の
記
載
も

あ
る
。
③
で
は
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
の
最
勝
講
の
例
を
挙
げ
、
仁
王
会
、

「
季
御
読
経
」
の
実
施
を
載
せ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
公
事
「
季
御
読
経
」
は
『
師
守
記
』
の
記
録
に
よ
っ
て
再
更
新
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。「
季
御
読
経
」
の
年
次
が
下
が
っ
て
行
わ

れ
た
こ
と
の
意
義
は
、
公
事
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
。ま

た
、
十
四
世
紀
に
入
る
と
、『
光
厳
院
宸
記
』
が
遊
芸
と
し
て
の
喫
茶
形

態
で
あ
る
「
飲
茶
勝
負
」
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
懸
物
を
伴
う
「
茶

勝
負
」
の
初
見
と
し
て
周
知
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
五
檀
法
」
の
結
願
日
に
合

わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
た
。



日本中世文化における「喫茶」の考察―公事と遊芸を中心に―

─	33	─

さ
ら
に
、『
師
守
記
』
の
暦
応
三
年
二
月
廿
一
日
条
に
は
、
頭
書
に
「
茶
勝

負
」
実
施
の
記
載
が
あ
る
。
同
様
に
、
暦
応
三
年
か
ら
貞
治
元
年
（
一
三
六

二
）
の
「
茶
勝
負
」
記
録
九
件
の
う
ち
六
件
で
は
、
春
の
「
季
御
読
経
」
に
準

じ
た
公
事
と
連
続
し
て
「
茶
勝
負
」
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
公
事
の
法

会
行
事
と
遊
芸
が
一
環
し
た
行
事
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
証
跡
と
言
え
よ
う
。

天
皇
家
・
公
家
の
茶
は
宮
中
の
公
事
の
中
か
ら
育
ま
れ
、「
引
茶
」
と
「
茶
勝

負
」
は
天
皇
家
の
公
事
と
、
遊
芸
の
嗜
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
、
同
時
に
不

可
分
な
関
係
で
も
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
日
本
中
世
文
化
に
お
け
る
「
喫
茶
」
は
、
公
事
と
平
行
し
て
行

わ
れ
た
私
的
な
遊
芸
の
「
喫
茶
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。「
茶
の
湯
」

以
前
の
喫
茶
文
化
は
希
薄
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
実
は
公
事
を
中
心
に
年
次
的

に
も
継
続
し
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
や
公
家
を
中
心
に
行
わ
れ

て
、
日
本
中
世
文
化
を
支
え
て
い
た
と
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。

【
参
考
文
献
・
引
用
文
献
】

　
　

 

引
茶
と
は
茶
葉
を
粉
末
に
し
た
抹
茶
の
こ
と
。
碾て

ん

茶ち
ゃ

と
も
い
う
。
季
御
読

経
の
制
度
が
始
ま
り
、
そ
の
第
三
日
に
衆し

ゅ
う

僧そ
う

に
茶
を
賜
る
儀
式
が
あ
り
、

こ
れ
を
「
引
茶
」
ま
た
は
「
行
茶
」
と
称
し
て
い
た　

国
史
大
辞
典　

吉

川
弘
文
館　

一
九
九
三
年

　
　

 「
茶
勝
負
」
→
二
、
遊
芸
の
ひ
と
つ
「
茶
勝
負
」
に
つ
い
て
（
７
頁
）
に
記

載

　
　

 『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
二
十
四
番
「
一
服
一
銭
」
と
「
煎
じ
物
売
り
」
東

123

京
国
立
博
物
館

　
　

 『
年
中
行
事
秘
抄
』『
年
中
行
事
抄
』・『
師
遠
年
中
行
事
』・『
師
元
年
中
行

事
』・『
師
光
年
中
行
事
』
続
群
書
類
従
第
十
輯
上　

巻
第
二
百
五
十
三　

公
事
部

『
年
中
行
事
抄
』
二
月

季
御
読
経
事
。
或
三
月
。
四
箇
日
。
初
後
日
無
政
。

兼
日
定
日
時
僧
名
。
第
二
日
引
茶
。
第
三
日
御
論
義
。
第
四
日
朝
座
結

願
。

（
中
略
）

貞
観
元
年
二
月
。
請
六
十
四
口
僧
於
東
宮
。
読
大
般
若
経
。
今
日
起
首
。

限
三
日
訖
凡
貞
観
之
代
。
毎
年
四
季
転
大
般
若
経
。
元
慶
元
年
三
月
。

屈
百
廿
口
僧
於
紫
宸
殿
限
以
三
日
。
転
読
大
般
若
経
。
今
上
践
祚
之
後
。

二
季
修
之
。
変
貞
観
四
季
之
例
也
。

（
中
略
）

式
部
省
行
諸
国
一
分
除
目
事
。
御
障
子
本
正
月
廿
一
日

清
涼
記
云
。
前
一
日
。（
中
略
）

西
宮
記
云
。
卿
参
省
行
之
。（
中
略
）

三
省
政
申
事
。

西
宮
記
云
。
近
代
不
行

中
原
家
の
年
中
行
事
書
は
『
師
遠
年
中
行
事
』、『
師
元
年
中
行
事
』、『
師
光

年
中
行
事
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
季
御
読
経
の
文
字
は
載
る
が
「
…
西
宮
記

云
」
と
記
し
て
お
り
『
西
宮
記
』
等
を
先
行
書
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原

4
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重
隆
著
に
は
『
蓬
莱
抄
』（
一
一
〇
三
年
頃
）、『
雲
図
抄
』（
一
一
一
八
年

頃
）
の
有
職
書
が
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
親
撰
で
あ
る
『
建
武
年
中
行
事
』

（
和
田
秀
松
『
建
武
年
中
行
事
註
解
』
講
談
社
学
術
文
庫
八
九
五　

一
九
八

九
年
九
月
）
建
武
元
年
〔
一
三
三
四
〕
頃
成
立
）
で
は
『
江
家
次
第
』
等
を

先
行
書
と
し
て
い
る
。

　
　

 『
光こ

う

厳ご
ん

院い
ん

宸し
ん

記き

』
→
『
花は

な

園ぞ
の

院い
ん

宸し
ん

記き

』
第
三
十
四
巻
解
題　

宮
内
庁
書
陵
部　

一
九
九
二
年
「
…
伏
見
宮
で
は
、
こ
の
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
春
秋
記

と
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
冬
記
の
二
巻
を
『
光
厳
院
宸
記
』
と
し
て
い

た
よ
う
で
（
中
略
）
霊
元
天
皇
は
本
記
が
『
花
園
院
宸
記
』
と
の
御
認
識

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
中
略
）
書
写
さ
れ
た
本
記
は
、『
花
園
院
宸

記
』
の
外
題
を
つ
け
ら
れ
、
東
山
御
文
庫
に
現
存
し
て
い
る
。」

　
　

 

中
原
師
守
『
師
守
記
』
一
、
三
、
六　

続
群
書
類
従
完
成
会
（
史
料
纂
集
）

一
九
八
七
年
、　

国
立
国
会
図
書
館
『
師
守
記
』
六
十
四
巻
史
料
纂
集
古
記

録
編
第
四
九
、『
師
守
記
』
第
十 

八
木
書
店　

二
〇
一
四
年

南
北
朝
時
代
の
明み

ょ
う

法ぼ
う

（
律
令
な
ど
国
家
の
定
め
る
諸
法
令
）
官
人
中
原
師
守

の
日
記
。
兄
で
あ
る
局
務
大
外
記
中
原
師
茂
の
も
と
、
み
ず
か
ら
も
朝
廷
の

組
織
の
最
高
機
関
で
あ
る
太
政
官
に
属
し
た
職
の
外
記
の
う
ち
、
下
位
職
で

あ
る
少
外
記
、
記
録
所
寄
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
北
朝
の
朝
儀
・
公
事
を
中

心
に
し
た
記
録
で
あ
る
。
師
守
の
父
は
大だ

い

外げ

記き

師
右
で
あ
る
。
北
朝
に
あ
っ

て
大お

お

炊い
の

頭か
み

を
経
て
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
権ご

ん
の

少し
ょ
う

外げ

記き

に
任
ぜ
ら
れ
、
同
四

年
雅う

た
の
か
み

楽
頭
を
兼
ね
、
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
少
外
記
に
転
じ
、
雅
楽
頭
を

止
め
主か

ず

計え
の

権ご
ん
の

助す
け

を
兼
ね
た
が
、
こ
の
年
以
降
『
外
記
補
任
』
に
み
え
な
い
。

56

（
国
史
大
辞
典
）

　
　

 

①
芳
賀
幸
四
郎
「
茶
の
伝
来
」『
図
説
茶
道
大
系
第
２
茶
の
文
化
史
』
角
川

書
店　

一
九
六
二
年　

64
頁　
「
茶
は
こ
の
よ
う
に
、
平
安
中
期
以
後
、（
中

略
）
薬
用
を
主
と
し
た
も
の
で
、（
中
略
）
文
化
の
国
風
化
の
進
展
と
と
も

に
、
唐
風
文
化
の
一
環
と
し
て
の
茶
の
衰
退
は
、
い
ま
や
お
お
う
べ
く
も

な
い
傾
向
で
あ
っ
た
」

②
中
村
修
也
「
栄
西
以
前
の
茶
」
谷
端
昭
夫
編
『
茶
道
学
大
系
二
茶
道
の
歴

史
』
淡
交
社　

一
九
九
九
年　

３
５
１
頁
「
平
安
中
期
以
降
に
喫
茶
文
化
が

衰
退
し
た
と
い
う
説
の
最
大
の
根
拠
は
史
料
か
ら
茶
が
消
え
る
こ
と
に
あ
っ

た
」

③
海
老
名
尚
「
宮
中
仏
事
に
関
す
る
覚
書
―
中
世
前
期
を
中
心
に
」『
学
習

院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
四
十
号
』
一
九
九
三
年　

87
頁
「
鎌
倉
時
代
に
入

り
、（
中
略
）
僧
侶
の
季
御
読
経
勤
仕
の
遁
避
と
い
っ
た
状
況
に
い
た
っ
た

（
中
略
）
季
御
読
経
は
鎌
倉
末
期
に
は
中
絶
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」

　
　

 『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
で
四
季
の
御
読
経
成
立
し
、
陽

成
帝
期
の
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
に
春
秋
の
二
季
御
読
経
成
立

黒
板
勝
美
「
日
本
三
代
実
録
」『
国
史
大
系
』
第
四
巻　

吉
川
弘
文
館　

一

九
六
六
年

　
　

 『
今
昔
物
語
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
巻
19
（
小
峯
和
明
）　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年

　
　

 
源
高
明
『
西
宮
記
』
改
訂
増
補　

故
実
叢
書
七
巻
故
実
叢
書
編
集
部　

明

治
図
書
出
版　

一
九
九
三
年

78910
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 『
親
信
卿
記
』
大
日
本
史
料
第
一
編
三
十
四
、
三
十
五　

東
京
大
学
史
料
編

纂
所　

一
九
七
五
年

　
　

 

大
江
匡
房
『
江
家
次
第
』
正
宗
敦
夫　

日
本
古
典
全
集
刊
行
会
一
九
三
一

年

　
　

 

蔵く
ろ

人う
ど

式し
き

＝
蔵
人
所
職
員
の
職
務
や
儀
式
作
法
の
規
定
を
あ
つ
め
た
式
。
寛

平
二
年
（
八
九
〇
）
に
橘

た
ち
ば
な

広の
ひ
ろ
み相

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
日
本
大
百
科
全

書

　
　

前
脚
注
７
―
②　

３
５
３
頁

　
　

 

相
馬
範
子
「
季
御
読
経
に
お
け
る
引
茶
に
つ
い
て
」『
藝
能
史
研
究
』
一
六

九
号
14
頁

　
　

 

仁
王
会　

倉
林
正
次
「
季
御
読
経
考
」『
神
道
宗
教
第
百
号
』
神
道
宗
教
学

会
２
３
５
頁

　
　

前
脚
注
７
―
②　

３
６
０
〜
２
頁

　
　

 「
闘
茶
」
の
呼
称
は
管
見
の
限
り
、
延
文
〜
応
安
年
間
（
一
三
五
六
―
七

五
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
異
制
庭
訓
往
来
』
に
「
闘
茶
会
」
が
、『
新

撰
之
消
息
』
に
「
闘
茶
」
が
記
さ
れ
て
い
る

　
　

 

橋
本
素
子
『
中
世
の
喫
茶
文
化
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
４
６
１　

吉

川
弘
文
館　

二
〇
一
八
年
二
月　

85
頁

　
　

 

林
屋
辰
三
郎
『
日
本
を
創
っ
た
人
び
と
10.
佐
々
木
道
誉
』
平
凡
社　

一
九

七
九
年　

38
頁

　
　

表
１
『
師
守
記
』
の
「
茶
勝
負
」
の
一
覧
表
（
14
頁
）

　
　

 

十
服
茶　

闘と
う

茶ち
ゃ

で
一
〇
服
の
茶
を
飲
み
試
み
る
こ
と
。
南
北
朝
時
代
に
は

111213141516171819202122

じ
ま
り
、
当
初
は
四
種
の
茶
を
用
い
た 

日
本
国
語
大
辞
典
（
以
下
※
）

　
　

 

京
都
栂と

が

尾の
お

産
の
茶
（
本
の
茶
）
と
他
の
地
方
産
の
茶
（
非
の
茶
）。
本
茶
と

非
茶
。
※

　
　

 

大
服
茶 

現
在
の
大
服
茶
は
元
旦
に
若
水
で
点た

て
た
茶
。
茶
に
、
梅
干
、
山

椒
、
昆
布
、
黒
豆
な
ど
を
入
れ
て
飲
む
も
の　

※

　
　

 

中
原
家
は
十と

お
ち
の
お
び
と

市
首
の
子
孫
で
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
に
十
市
有
象
の
時
に

中
原
姓
を
賜
る
。
明
経
道
の
博
士
家
と
な
り
代
々
大
外
記
を
世
襲
し
た
。

※

　
　

 

…
同ど

う

朋ぼ
う

衆し
ゅ
う

の
活
動
は
足
利
義
政
の
時
代
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表１『師守記』の「茶勝負」記録

年 西暦 月日 登場人物 キーワード 内容 懸物の有無と内容 備考 公事
1 暦応３ 1340 1月25日 師守、覚照房、善覚 十種本非 十種本非帳行懸物等被出之、□□家君香炉・

馬鞦（しりがい）、頭殿蠟燭一廷幷臺、予懐手・
筥、外史、茶垸二、覚照房一段、善覚雑紙一束
也、

□□家君香炉・馬鞦、頭殿蠟
燭一廷幷臺、懐手・筥、外史、
茶垸二、覚照房一段、善覚雑
紙一束

持寄
り

園韓神祭

2 暦応３ 1340 2月17日 ― 十服茶 庚子、天晴、自今日予精進如例、今夜有十服
茶、今年初度也、有其興者也、勝負也、

無 釈奠

3 暦応３ 1340 2月19日 鷹司師平、後円光院
（鷹司冬教）、近衛前
関白経平、・・・毎月
之儀也、

十服茶 （頭書）今日有十服茶、負沙汰也、有引出、如
形有之、自今日予七日間修百万遍念佛

無 園韓神祭、
百万遍念仏

4 暦応３ 1340 2月21日 ― 大服茶（勝負
有）

今朝昨日頭卿尋申季御読経三月例、被注遣
了、注裏、（頭書）今日大服茶、勝負事有之、
（裏書）廿一日　季御読経三月例
寛元〃三廿四春季季御読経始也、
宝治元・三・廿三同始
文永五・三・廿二同始
建治三・三・廿　同始
弘安三・三・十三同始
嘉元二・三・廿五同始
徳治元・三・十八同始
此外猶存例　」

無 季御
読経
三月
例可
被注
進

云々
、

大原野祭

5 暦応３ 1340 4月19日 大理卿柳原資明、中
坊城前宰相経季卿等
云々、衆中家君、大
判事坂上明成、博士
大夫判官中原章有、
佐渡大夫判官中原秀
清・高倉大夫判官章
世等、・・・

十種本非 ・・・（中略）是日、家君自文殿御歸華之後、有御
會、十種本非成、兵部□（丞）師幸進茶、非無
興者也、幸甚々々、

無 吉田祭

6 暦応４ 1341 1月11日 山伏律師良清、善覚 本非沙汰 今日山伏律師良清華麺已下持参之、一興〳
〵、出懸物二種、檀紙一帖・扇一本、有本非沙
汰、茶五種、予一矢数、□（取）扇１本、二矢
数、善覚檀紙一帖取之、当年始祝着〳〵、幸
甚〃〃、

出懸物二種、檀紙一帖・扇一
本、有本非沙汰、茶五種、一
矢数、□（取）扇１本、二矢数、
檀紙一帖

持寄
り

白馬節会

7 貞和元 1345 11月11日 師守姉 十服茶会 （頭書）今夜於予方□□□已下有□□（十服）
茶会、□（御師守姉）

無 （中原師顯
遠忌）

8 貞和元 1345 11月12日 陰陽師 十服茶 今日石塔日次被尋陰陽師、以詞計申之、使者
善覚、(頭書）「今日又有十□服茶、」

無

9 貞治元 1362 12月21日 専阿 十服茶会 今日東南院宮行申、美濃國一五六条郷事、智
恵光院陳状（等廻覧之、開□）付進家君了、（頭
書）「今夜□（於）助教殿曹局十服茶会、専阿父
子三人有座、」

無 ―

（2018年１月26日田村妙子作成）
出典：『師守記』第１、３、６は『史料纂集』（続群書類従完成会　1987年）、第10は『史料纂集』（八木書店　2014年）

 １１



日本中世文化における「喫茶」の考察―公事と遊芸を中心に―
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The Role of Tea in Medieval Japanese Culture 
―Tea in Imperial Rituals and as an Artistic 

Accomplishment―

TAMURA,	Taeko

In ancient times, the tea ceremony（kissa）, as represented in the imperial family’s 

seasonal religious ritual of kinomidokyo, involved partaking of tea（hikicha）and then 

after the religious ritual, serving tea（secha）to monks and the imperial household.  The 

religious and ceremonial element of the tea ceremony in kinomidokyo continued into the 

tea culture of the Middle Ages.

This article considers the actual role of the tea ceremony before it achieved the 

medieval simplicity for which it is well known.   Reference is made to such ancient codes 

of behavior as the Saikyuki（10C）, and for games around the tea ceremony to later 

records in the Moromoriki（14C）.

These materials demonstrate how tea-related practices in the kinomidokyo both 

persisted and evolved over time.  It can be seen how the development of the tea 

ceremony as a pastime, including games involving tea（chashobu）popular with the 

imperial family, supported the tea ceremony in achieving its status in medieval Japanese 

culture.


